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Ａ－３ 職場内での事前説明              

 

【アンケート】 

・職場での事前説明の対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

➢ はじめのうちは教育・指導に係る負担を懸念する声もあったが、「みんなそうだった」と考え納得しても

らった。 

➢ 募集前に、職員向けの事前説明会を実施した。その場で、切り出しに関する意見などを募った。ま

た、服薬やとろみなど想定できるリスクは事前に職員内で共有し、全体で注意できるようにした。 

➢ 当初、職員に介護職員ではないことを、口酸っぱく話した。 

➢ コアメンバーで導入を進めて、リーダークラスには説明していたが、職場全員に説明していなかったた

め、導入当初は職員が戸惑うところがあった。職員に導入の意義を説明し、理解してもらってからは、

職員もうまく対応できている。 

➢ まず、５名のグループリーダーとすりあわせて、ユニットリーダーに説明をした。 

➢ ユニット内のどの職員に聞いても同じような回答が得られるように現場に依頼した。 

➢ 研修として時間を作り、介護サポーター導入の目的や方法について、職員に周知した。 
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＜参考＞ 業務チェックリスト（業務切り出しの参考用） 
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＜参考＞ 業務リスト（一日の流れ） 

 

通所・短期・特養 業務分担表 

 業務 

（デイ） 

業務 

（特養 短期） 
中心業務（介護） 周辺業務 

7:30   起床 着替え 見守り エプロン配布 

8:00  朝食 食事介助 配膳 下膳 

8:30  排泄 排泄介助（トイレ・おむつ） 見守り 

9:00   口腔ケア 食事摂取量 記載入力 

9:30   申し送り ホール清掃 夜勤帯ゴミ出し 

トイレ清掃 下タオル配布 

居室シーツ交換・翌日入浴者衣類準

備・義歯ケース洗浄（月・金）・口腔

ケアコップ洗浄（第４日曜日） 

10:00   離床介助（介護予防参加者） 

処置者補助、胃瘻排泄 

介護予防（体操他） 

利用者水分補給 

 

10:30  食事準備 水分補給用コップ洗浄・乾燥、机上消

毒・エプロン配布・手指消毒見守り 

11:00   排泄介助（トイレ）、口腔体操  

11:30     

12:00  昼食 食事介助・口腔ケア 

排泄介助（トイレ・おむつ）・臥床介

助 

机上清掃 エプロン配布 配膳 下膳 

見守り 食事摂取量 記載入力 

12:30  排泄  ホール清掃 介護室シンク内食器洗

浄・見守り 

洗濯物配布（居室） 

浴室清掃 洗濯物回収（浴室） 

13:00  入浴 入浴（洗身・更衣・誘導） 

入浴者水分補給 

胃瘻排泄 

離床介助・トイレ誘導 

13:30     

14:00 

14:30  おやつ おやつ提供・介助 

口腔ケア 胃瘻排泄 

 

浴室清掃 ゴミ出し 

見守り 

 

15:00   臥床介助（おむつ）、排泄介助（お

むつ）、申し送り（夜勤者）、排泄介

助（トイレ） 

机上清掃 エプロン配布 

15:30    

16:00    

16:30   口腔体操 配膳 

17:00  夕食 食事介助・口腔ケア  

18:00   排泄介助（トイレ） 

臥床介助 

下膳 

見守り 食事摂取量 記載入力 

18:30    ホール清掃 特養介護室シンク内食器

洗浄 ハイター浸け布巾すすぎ・乾燥 

19:00  就眠 就寝確認  

  夜勤勤務   
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F－３ 助言など                     

 

・導入に向けての助言（アンケートより） 

➢ 個人差があるため、指導方法の言及が必要である。事前説明会は早い時間に送迎があると集まりや

すい。チラシだけの募集に頼るのではなく、自治会、老人会へも募集をかけた方が良い。昼食だけで

なく、朝食や夕食の食事介助ができる介護助手がいると助かる。施設保守や清掃のできる男性介護

助手も必要である。 

➢ ユニット型施設は、各ユニットにより支援内容、業務内容、時間等に差があるため、時間帯で流れ作

業として各ユニットを巡回就業は難しい。体力面でも長期的就業は、内容を限定しないと難しい。その

ため、介護助手を多く雇用し、人件費の持ち出しが増える。従って、各ユニット内の限定的かつ、うまく

組み合わせた作業が有効である。 

➢ 現場の介護職員が忙しく、人手が足りない時に介護助手の方が自ら食事介助等をされた。看護リー

ダーがその現場を見て注意をしたら、気分を害されて辞めるといい騒ぎが大きくなったことがあります。

業務の線引きを理解していただくことが大切です。 

➢ 地域在住のシニアの方々に就労のチャンスが広がる。介護助手本人の趣味や特技を生かしたアクテ

ィビティ・サービスは、介護助手本人と入居者、双方に良い成果が得られる。 

➢ 年齢や体力、各人の資質に適した業務内容、量、各ユニットへのマッチングを考えることが重要だと

思います。 

 

 

 

 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 介護助手導入実施マニュアル 

                              2019年 3月 

    発行者 三重県 医療保健部長寿介護課 

        〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

        Tel 059-224-2262 

    委託先 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

        政策研究事業本部研究開発部 

        Tel 052-307-1103 

    監修  三重県老人保健施設協会 

 


